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ポ 

ー 

ル 

・ 

ド 
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リ 
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（
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五
三
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○
四
七 

大
阪
市
北
区
西
天
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五
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電 
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三
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二
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五
四
一 

Ｆ
Ａ
Ｘ 

○
六
（
六
三
六
四
）
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六 

右 

債 

権 
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代 

理 

人 
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〒
五
三
○
―
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○
一 

大
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北
区
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一
丁
目
一
一
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四
―
二
三
○
○
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大
阪
駅
前
第
四
ビ
ル
二
三
階 

（
送
達
場
所
） 

〒
五
三
○
ー
○
○
一
二 

大
阪
市
北
区
芝
田
二
―
二
―
一 

新
梅
田
ビ
ル 

債 

務 

者 
 
 
 
 
 
 
 

  

株
式
会
社
日
米
英
語
学
院 

右
代
表
者
代
表
取
締
役 

 
 
 
 

金 
 

久 
 
 
 
 

保 

 

 
 
申 

立 

の 

趣 

旨 
 

一
、
債
権
者
が
債
務
者
に
対
し
、
労
働
契
約
上
の
権
利
を
有
す
る
地
位
に
あ
る
こ
と
を
仮
に

定
め
る
。 

二
、
債
務
者
は
債
権
者
に
対
し
、
一
九
九
九
年
一
月
二
一
日
か
ら
本
案
判
決
確
定
に
至
る
ま

で
、
毎
月
最
後
の
営
業
日
に
月
額
二
七
五
、
三
七
五
円
の
割
合
に
よ
る
金
員
を
仮
に
支
払

え
。 

と
の
裁
判
を
求
め
る
。 
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申 

立 

の 

理 

由 
 

第
一
、
被
保
全
権
利 

 

一
、
当 
事 

者 

１
．
債
務
者
は
、
大
阪
市
北
区
梅
田
一
丁
目
一
一
番
四
―
二
三
○
○
号
を
本
店
所
在
地
と
し
、

英
会
話
な
ど
外
国
語
を
教
え
る
こ
と
を
主
た
る
業
と
す
る
株
式
会
社
で
あ
る
。 

２
．
債
権
者
は
、
英
国
籍
者
で
、
一
九
九
○
年
二
月
八
日
付
で
、
債
務
者
と
の
間
で
英
会
話

の
講
師
と
し
て
雇
用
契
約
が
締
結
さ
れ
、「
人
文
知
識
・
国
際
業
務
」
の
在
留
資
格
に
て
債

務
者
の
指
示
に
従
っ
て
債
務
者
経
営
に
か
か
る
大
阪
市
所
在
の
梅
田
校
に
て
就
労
続
け
現

在
に
至
る
も
の
で
あ
る
。 

ま
た
、
債
権
者
は
、
一
九
九
七
年
六
月
、
訴
外
ゼ
ネ
ラ
ル
ユ
ニ
オ
ン
に
加
入
し
、
ゼ
ネ

ラ
ル
ユ
ニ
オ
ン
・
日
米
英
語
学
院
支
部
通
知
を
同
年
八
月
二
五
日
付
で
行
っ
た
上
、
同
副

支
部
長
に
就
任
し
、
一
九
九
八
年
三
月
一
五
日
、
同
支
部
の
支
部
長
に
就
任
し
現
在
に
至
っ

て
い
る
。 
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二
、
債
権
者
の
労
働
条
件
及
び
業
務
内
容 

１
．
債
権
者
の
現
在
の
労
働
条
件
は
、
週
五
日
勤
務
（
月
火
水
木
土
）
で
、
就
業
時
間
は
、

一
週
で
二
九
時
間
一
五
分
、
就
労
場
所
は
梅
田
校
、
一
ク
ラ
ス
の
授
業
時
間
は
、
レ
ッ
ス

ン
は
五
五
分
、
現
在
は
一
週
間
に
約
一
○
レ
ッ
ス
ン
の
英
語
を
教
え
て
い
る
。 

休
日
は
、
毎
週
金
曜
日
、
日
曜
日
で
、
他
に
祝
日
も
休
日
と
な
っ
て
い
る
。 

給
与
は
、
基
本
給
二
七
万
五
三
七
五
円
、
通
勤
手
当
が
支
給
さ
れ
て
い
る
。 

右
各
給
与
等
は
、
毎
月
末
日
（
但
し
土
日
、
祝
日
の
場
合
は
そ
の
前
に
）
支
給
さ
れ
て

い
る
。 

２
．
債
権
者
は
、
一
九
九
○
年
二
月
八
日
月
で
債
務
者
と
の
間
で
雇
用
契
約
が
締
結
さ
れ
、

そ
の
後
雇
用
契
約
を
継
続
更
新
し
、
現
在
は
、
一
九
九
八
年
一
月
二
一
日
か
ら
一
九
九
九

年
一
月
二
○
日
の
雇
用
期
間
と
な
っ
て
い
る
。 

 

三
、
解
雇
通
告
に
至
る
経
緯 

１
．
一
九
九
九
年
一
月
二
○
日
、
債
権
者
は
、
債
務
者
の
黒
田
典
子
副
学
院
長
か
ら
、
突
然
、

「
契
約
に
つ
い
て
の
通
知
」
と
題
す
る
文
書
を
提
示
さ
れ
、
一
九
九
九
年
一
月
二
○
日
付 
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で
解
雇
す
る
旨
の
通
告
を
受
け
た
。
右
文
書
に
は
、
ク
ラ
ス
予
約
率
が
五
○
％
未
満
、
割

り
当
て
ら
れ
た
義
務
と
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
に
関
し
て
職
員
に
非
協
力
的
、
就
業
規
則
と
合
意

書
に
違
反
な
ど
の
記
載
が
な
さ
れ
て
い
た
。（
甲
七
号
証
） 

２
．
債
権
者
は
、
突
然
、
債
務
者
か
ら
右
解
雇
通
告
を
受
け
た
こ
と
か
ら
、
債
権
者
の
加
入

す
る
ゼ
ネ
ラ
ル
ユ
ニ
オ
ン
と
と
も
に
、
同
月
二
一
日
、
債
務
者
梅
田
校
に
赴
き
、
同
所
に

て
、
前
記
黒
田
副
学
院
長
に
対
し
、
解
雇
は
認
め
な
い
こ
と
、
解
雇
通
告
は
違
法
で
あ
る

こ
と
、
同
月
二
九
日
に
団
体
交
渉
を
開
催
す
る
こ
と
を
申
し
入
れ
た
。（
甲
八
号
証
） 

そ
の
際
、
黒
田
副
学
院
長
は
、
一
九
九
九
年
一
月
二
○
日
付
で
解
雇
し
た
理
由
に
つ
い

て
、
①
ク
ラ
ス
予
約
率
が
五
○
％
未
満 

②
割
り
当
て
ら
れ
た
義
務
と
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
に

関
し
て
職
員
に
非
協
力
的 
③
就
業
規
則
と
合
意
書
に
違
反
を
主
張
し
た
。
ま
た
、
同
人

は
、
一
月
二
○
日
付
で
債
権
者
を
解
雇
し
た
理
由
の
一
つ
と
し
て
、
債
権
者
の
在
留
資
格

を
喪
失
さ
せ
、
帰
国
さ
せ
る
た
め
で
あ
る
と
も
主
張
し
た
。 

３
．
同
年
一
月
二
九
日
午
後
七
時
か
ら
、
債
務
者
本
部
事
務
所
に
て
、
ゼ
ネ
ラ
ル
ユ
ニ
オ
ン

と
債
務
者
と
の
間
で
団
体
交
渉
が
行
わ
れ
た
。
同
席
上
、
債
務
者
代
表
者
金
久
保
学
院
長

は
、
債
権
者
が
人
気
が
な
い
の
で
予
約
率
が
五
○
％
以
下
で
あ
る
と
主
張
し
た
。
し
か
し
、

債
権
者
は
、
債
務
者
に
九
年
も
勤
務
し
て
い
る
が
、
レ
ッ
ス
ン
内
容
に
つ
い
て
生
徒
か
ら
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批
判
を
受
け
た
こ
と
は
な
か
っ
た
。
ま
た
、
債
権
者
の
グ
ル
ー
プ
レ
ッ
ス
ン
が
一
九
九
八

年
七
月
以
降
減
少
し
た
の
は
、
債
務
者
が
意
図
的
に
債
権
者
を
含
む
組
合
員
の
グ
ル
ー
プ

レ
ッ
ス
ン
を
取
り
上
げ
た
こ
と
に
帰
因
す
る
も
の
で
あ
る
。（
甲
二
二
号
証
）。 

ま
た
、
解
雇
理
由
で
あ
る
「
割
り
当
て
ら
れ
た
義
務
と
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
に
関
し
て
職
員

に
非
協
力
的
」
に
関
し
て
、
同
席
上
黒
田
副
学
院
長
は
、
当
初
「
本
当
に
そ
ん
な
こ
と
私

達
書
き
ま
し
た
か
。」
と
述
べ
た
が
、
そ
の
後
、「
有
給
体
暇
の
事
で
非
協
力
的
だ
っ
た
。」

と
根
拠
不
明
の
回
答
を
し
た
。 

「
就
業
規
則
と
合
意
書
に
違
反
」
の
解
雇
理
由
に
つ
い
て
は
、
黒
田
副
学
院
長
は
、
債

権
者
が
多
数
の
規
則
に
違
反
し
て
い
る
と
述
べ
る
の
み
で
、
具
体
的
な
事
項
を
述
べ
な

か
っ
た
。 

４
．
同
月
二
九
日
、
債
務
者
は
債
権
者
に
対
し
て
、
一
月
分
の
給
与
と
解
雇
予
告
手
当
を
一

方
的
に
債
権
者
の
銀
行
口
座
に
振
り
込
ん
で
来
た
。（
甲
二
八
号
証
、
同
三
二
号
証
陳
述

書
） 

 四
、
解
雇
処
分
は
無
効 

１
．
債
権
者
を
支
部
長
と
す
る
ゼ
ネ
ラ
ル
ユ
ニ
オ
ン
・
日
米
英
語
学
院
支
部
は
、
一
九
九
八 
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年
春
闘
の
際
、
賃
上
げ
を
求
め
て
争
議
を
行
な
い
、
そ
の
後
も
断
続
的
に
争
議
を
続
け
て

い
る
。
こ
の
間
、
債
務
者
は
、
支
部
員
に
対
し
て
、
い
や
が
ら
や
グ
ル
ー
プ
レ
ッ
ス
ン
の

取
り
上
げ
な
ど
不
利
益
取
扱
い
、
支
部
長
の
〇
〇
〇
〇
・
〇
〇
〇
〇
・
〇
〇
〇
〇
に
対
す

る
解
雇
通
知
（
同
年
四
月
九
日
） 

、
同
支
部
員
〇
〇
〇
・
〇
〇
〇
に
対
す
る
更
新
拒
絶
と

称
す
る
解
雇
通
告
（
同
年
四
月
二
○
日
）
な
ど
組
合
嫌
悪
の
不
当
労
働
行
為
を
行
な
い
続

け
て
来
た
。
ゼ
ネ
ラ
ル
ユ
ニ
オ
ン
・
日
米
英
語
学
院
支
部
は
、
一
九
九
八
年
五
月
一
二
日
、

大
阪
府
地
方
労
働
委
員
会
に
対
し
て
、
右
〇
〇
〇
〇
と
〇
〇
〇
に
対
す
る
解
雇
撤
回
と
組

合
員
に
対
す
る
不
利
益
扱
い
の
禁
止
、
支
配
介
入
の
禁
止
な
ど
を
求
め
て
不
当
労
働
行
為

救
済
の
申
立
を
し
、
現
在
証
人
調
べ
な
ど
審
問
係
属
中
で
あ
る
。 

（
甲
一
八
号
証 

平
成

一
○
年
（
不
）
第
二
三
号
） 

し
か
る
に
、
債
務
者
は
、
自
ら
意
図
的
に
グ
ル
ー
プ
レ
ッ
ス
ン
を
債
権
者
か
ら
取
り
上

げ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
予
約
率
低
下
を
解
雇
理
由
と
し
、
ま
た
、
何
ら
の
正
当
な
理
由

も
な
く
、
債
権
者
を
非
協
力
的
で
あ
り
規
則
と
合
意
書
違
反
と
し
て
解
雇
し
た
。
右
債
務

者
の
本
件
解
雇
処
分
は
明
ら
か
に
違
法
、
無
効
で
あ
り
、
何
ら
の
合
理
性
も
な
い
解
雇
権

の
濫
用
に
よ
る
無
効
の
処
分
で
あ
る
。
債
務
者
の
本
件
違
法
処
分
は
、
支
部
長
で
あ
る
債

権
者
を
違
法
に
解
雇
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
正
当
な
支
部
組
合
活
動
を
お
し
つ
ぶ
し
、
債
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務
者
か
ら
組
合
自
体
を
な
く
さ
せ
よ
う
と
意
図
し
て
お
り
、
明
ら
か
な
不
当
労
働
行
為
で

も
あ
る
。 

２
．
債
権
者
は
、
月
額
二
七
万
五
三
七
五
円
の
賃
金
債
権
（
甲
二
七
号
証
）
を
有
し
て
い
た

も
の
で
あ
り
、
解
雇
が
無
効
で
あ
れ
ば
、
引
き
続
き
同
請
求
権
を
有
し
て
い
る
。 

３
．
よ
っ
て
、
債
権
者
は
債
務
者
に
対
し
、
一
九
九
九
年
一
月
二
一
日
以
降
も
労
働
契
約
上

の
地
位
確
認
及
び
賃
金
債
権
を
請
求
す
る
権
利
を
有
し
て
い
る
。 

 

第
三
、
保 

全 

の 

必 
要 

債
権
者
は
、
本
件
債
務
者
に
よ
る
違
法
解
雇
に
よ
っ
て
、
一
九
九
九
年
一
月
二
一
日
以
降

全
く
収
入
が
絶
た
れ
る
ば
か
り
で
は
な
く
、
債
務
者
が
意
図
し
て
い
る
ご
と
く
、
日
本
に
滞

在
し
就
労
す
る
た
め
の
「
人
文
知
識
・
国
際
業
務
」
の
在
留
資
格
を
喪
失
し
、
帰
国
を
余
儀

な
く
さ
れ
る
。（
甲
三
一
号
証
） 

債
権
者
は
、
現
在
マ
ン
シ
ョ
ン
に
て
居
住
し
、
債
務
者
か
ら
の
給
与
に
て
生
活
を
維
持
し

て
い
る
が
、
本
件
違
法
解
雇
に
よ
っ
て
、
マ
ン
シ
ョ
ン
の
賃
料
や
生
活
費
も
捻
出
で
き
ず
、

著
し
い
生
活
困
窮
に
陥
る
こ
と
に
な
る
。（
甲
二
九
号
証
） 

よ
っ
て
保
全
の
必
要
が
あ
る
。 
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疎 
 
 

明 
 
 

方 
 
 

法 

甲
一 

号
証 

 
 

 

雇
用
契
約
書
（
英
文
）・
翻
訳
書 

甲
二 

号
証 

 
 

 

講
師
指
針
（
英
文
）・
翻
訳
書 

甲
三 

号
証 

 
 

 

日
米
英
語
学
院
常
勤
講
師
契
約
書
（
英
文
）・
翻
訳
書 

甲
四 

号
証       

日
米
英
語
学
院
年
間
常
勤
労
働
契
約
（
英
文
）・
翻
訳
書 

甲
五 
号
証 

 
 

 

日
米
英
語
学
院
年
間
常
勤
労
働
契
約
（
英
文
）・
翻
訳
書 

甲
六 

号
証 

 
 

 

就
業
規
則
の
内
、
第
六
章
解
雇
部
分 

甲
七 

号
証 
 
 

 
契
約
に
つ
い
て
の
通
知
（
英
文
）・
翻
訳
書 

甲
八 

号
証 
 
 

 
抗
議
文
（
英
文
）・
翻
訳
書 

甲
九 

号
証 

 
 

 

組
合
結
成
通
知
書
お
よ
び
団
体
交
渉
申
入
書 

甲
一
○
号
証 

 
 

 

支
部
通
知
と
要
求
お
よ
び
団
交
申
し
入
れ 

甲
一
一
号
証 

 
 

 

あ
っ
せ
ん
申
請
書 

甲
一
二
号
証 

 
 

 

あ
っ
せ
ん
案 

甲
一
三
号
証 

 
 

 

合
意
書
（
英
文
）・
翻
訳
書 

甲
一
四
号
証 

 
 

 

要
求
お
よ
び
団
交
申
し
入
れ
（
英
文
）・
翻
訳
書 
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甲
一
五
号
証 

 
 

 

要
求
お
よ
び
団
交
申
し
入
れ
（
英
文
）・
翻
訳
青 

甲
一
六
号
証 

 
 

 

抗
議
文
（
英
文
）・
翻
訳
書 

甲
一
七
号
証 

 
 

 

「
警
告
書
」
ヘ
の
抗
議
文 

甲
一
八
号
証 

 
 

 

不
当
労
働
行
為
救
済
申
立
書 

甲
一
九
号
証 

 
 

 

手
紙 

甲
二
○
号
証       

ス
ケ
ジ
ュ
ー
リ
ン
グ
の
件
（
英
文
）・
翻
訳
書 

甲
二
一
号
証 

 
 

 

要
求
お
よ
び
団
交
申
し
入
れ 

甲
二
二
号
証 
 
 

 

ポ
ー
ル
・
ド
ー
リ
ー
の
稼
働
率 

甲
二
三
号
証 
 

   
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
変
更
通
知 

甲
二
四
号
証 
 

   

グ
ル
ー
プ
レ
ッ
ス
ン
・
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
変
更
に
よ
る
説
明
会 

実
施
要
求 

甲
二
五
号
証 

 
   

署
名
要
請
ビ
ラ 

甲
二
六
号
証 

 
   

勤
務
報
告
書
（
英
文
）・
翻
訳
書 

甲
二
七
号
証 

 
 

 

給
与
明
細
書 

甲
二
八
号
証 

 
 

 

給
与
明
細
書 

甲
二
九
号
証 

 
 

 

家
計
収
支
表 
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甲
三
〇
号
証 

 
  

パ
ス
ポ
ー
ト
（
写
） 

甲
三
一
号
証 

 
  

外
国
人
登
録
証
明
書 

甲
三
二
号
証 

 
  

陳
述
書 

 

添 
 

付 
 

書 
 

類 
 

甲
各
号
証
（
写
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

各
一
通 

商
号
登
記
簿
謄
本 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

一 

通 

委 

任 

状 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

一 

通 

 

一
九
九
九
年
二
月
九
日 

 

右 

債 

権 

者 

代 

理 

人 

弁   

護   

士               
丹    

羽    

雅    

雄 

 

大
阪
地
方
裁
判
所 

御
中 


